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付議事項 

１ 審議事項 

(1) 令和５年第３回沖縄県議会（９月定例会） 

提出予定議案について 
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  資料２ 令和５年第３回沖縄県議会(９月定例会)乙号議案説明資料 

  資料３ 令和５年度９月補正予算（案）説明資料 

  資料４ 令和５年度病院事業会計補正予算（案）説明資料 

 



沖 縄 県

令和５年第３回沖縄県議会

（９月定例会）

提出予定議案一覧表等

資 料 １

【 庁 議 】



　（  部  局  別  ）

区　　分

備   考

知事公室 0

総務部 1 (1) 3 4

企画部 0

環境部 0

子ども生活福祉部 0

保健医療部 1 1

農林水産部 7 7

商工労働部 0

文化観光
スポーツ部 0

土木建築部 3 (3) 1 1 1 6

企業局 2 2 4

病院事業局 1 1 2

教育庁 0

公安委員会 0

合　　計 5 (4) 5 10 0 0 4 24

※　（　）内は先議案件であり、内数。

（件） （件） （件）

令和５年第３回沖縄県議会（９月定例会）

議　　　　案　　　区　　　分

部　局 予  算 条  例 議  決 同　意 承　認 認定 合  計

（件） （件） （件） （件）
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区分 議　　案　　名 部　局 備 考

甲 1 予算 令和５年度沖縄県一般会計補正予算（第４号） 総務部 先議

甲 2 予算 令和５年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号） 土木建築部 先議

甲 3 予算
令和５年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第１
号）

土木建築部 先議

甲 4 予算
令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補
正予算（第１号）

土木建築部 先議

甲 5 予算 令和５年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号） 病院事業局

乙 1 条例 沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 総務部

乙 2 条例 沖縄県ふるさと寄附金基金条例 総務部

乙 3 条例 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 総務部

乙 4 条例 旅館業法施行条例の一部を改正する条例 保健医療部

乙 5 条例 沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例 土木建築部

乙 6 議決 県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について 農林水産部

乙 7 議決 農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について 農林水産部

乙 8 議決 水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について 農林水産部

乙 9 議決 水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について 農林水産部

乙 10 議決 通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について 農林水産部

乙 11 議決 農業基盤整備促進事業の執行に伴う負担金の徴収について 農林水産部

乙 12 議決
農業水路等長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴
収について

農林水産部

乙 13 議決 那覇港管理組合規約の一部変更について 土木建築部

乙 14 議決
令和４年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分に
ついて

企業局

乙 15 議決
令和４年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の
処分について

企業局

認定 令和４年度沖縄県病院事業会計決算の認定について 病院事業局

認定 令和４年度沖縄県水道事業会計決算の認定について 企業局

令和５年第３回沖縄県議会（９月定例会）

提　出　予　定　議　案　一　覧　表

番号

1

2
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区分 議　　案　　名 部　局 備 考

提　出　予　定　議　案　一　覧　表

番号

認定 令和４年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について 企業局

認定 令和４年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について 土木建築部

3

4

4



沖 縄 県

令和５年第３回沖縄県議会

（９月定例会）

乙号議案説明資料

資 料 ２

【 庁　議 】



区分 議　　案　　名 部　局 頁

乙 1 条例 沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 総務部 3

乙 2 条例 沖縄県ふるさと寄附金基金条例 総務部 4

乙 3 条例 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 総務部 5

乙 4 条例 旅館業法施行条例の一部を改正する条例 保健医療部 6

乙 5 条例 沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例 土木建築部 7

乙 6 議決 県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について 農林水産部 8

乙 7 議決 農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について 農林水産部 9

乙 8 議決 水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について 農林水産部 10

乙 9 議決 水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について 農林水産部 11

乙 10 議決 通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について 農林水産部 12

乙 11 議決 農業基盤整備促進事業の執行に伴う負担金の徴収について 農林水産部 13

乙 12 議決
農業水路等長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴収につ
いて

農林水産部 14

乙 13 議決 那覇港管理組合規約の一部変更について 土木建築部 15

乙 14 議決 令和４年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 企業局 16

乙 15 議決
令和４年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分に
ついて

企業局 17

令和５年第３回沖縄県議会（９月定例会）

提　出　予　定　議　案　一　覧　表

番号
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提出議案の概要
【総務部】

【議案名】
乙第１号議案 沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

【議案提出の理由】
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部が改正され、感染症のまん延を防止

するための措置として特定新型インフルエンザ等対策が設けられたことに伴い、特
定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給根拠を定める等の必要がある。

【議案の概要】
１ 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を廃止し、特定新型インフルエンザ
等対策派遣手当の支給根拠を改める。

２ その他所要の改正を行う。
３ この条例は、公布の日から施行する。

【説明】
新型インフルエンザ等対策特別措置法又は地方自治法の規定に基づき本県に派遣

された職員に対して支給する手当の規定について、新型インフルエンザ等対策特別
措置法等の一部が改正されたことに伴い、以下のとおり改める。
⑴ 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を特定新型インフルエンザ等対策派
遣手当に改める。

⑵ 新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定を引用している条文について、
法第44条を法第26条の８に改める。

〔参考〕
新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正により業務が変更。

-3-



提出議案の概要
【総務部】

【議案名】

乙第２号議案 沖縄県ふるさと寄附金基金条例

【議案提出の理由】

本県を応援する個人又は法人が行う寄附を活用し、これらの寄附者が選定した

県が行う事業の費用の財源に充てるため、沖縄県ふるさと寄附金基金を設置し、

その管理及び処分に関し必要な事項を定める必要がある。

【議案の概要】

１ 基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定める。

２ この条例は、公布の日から施行する。

【説明】

company logo

©2007, ○○○○ Corporation, All Rights Reserved 0

ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングにより、本県が抱える問題解決を図る事業に共感した者
から寄附金を募る。当該寄附金の受け皿となる基金を創設する条例を制定する。

ふるさと納税制度

沖縄県ふるさと寄附金基金条例の概要
総務部 行政管理課

沖縄県実施事業

沖縄県ふるさと寄附金基金

わが県固有の課題

を解決するため応援

沖縄県子どもの

貧困対策推進基金

沖縄県首里城

歴史文化継承基金

クラウドファンディング

による募集

賛同企業等

美ら島ゆいまーる

寄附金

個人版ふるさと納税

（ふるさとチョイス）

事業の賛同者等

新

地方創生応援税制

（企業版ふるさと納税）

寄 附
寄 附

-4-



提出議案の概要
【総務部】

【議案名】

乙第３号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

【議案提出の理由】

家畜人工授精所開設許可証の書換え及び再交付に係る申請手数料の徴収根拠を定

めるほか、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部が改正されたこと

に伴い低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額を改める等の必要がある。

【議案の概要】

１ 家畜人工授精所開設許可証書換え交付手数料等の徴収根拠を定める。

２ 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等の額を改める。

３ その他所要の改正を行う。

４ この条例は、公布の日から施行する。

【説明】

戸数（面積）区分
新規
（円）

計画変更
（円）

床面積A
（㎡）

新規
（円）

計画変更
（円）

１戸 11,000 5,500 Ａ＜200 18,000 9,000

２～５戸 22,000 11,000 200≦Ａ 19,000 9,500

６～10戸 33,000 16,500 Ａ＜300 33,000 16,500

11～25戸 47,000 23,500 300≦Ａ＜2000 55,000 27,500

26～50戸 72,000 36,000 2000≦Ａ＜5000 98,000 49,000

51～100戸 110,000 55,000 5000≦Ａ 148,000 74,000

101～200戸 158,000 79,000

201～300戸 205,000 102,500

301戸～ 229,000 114,500

○低炭素建築物新築等計画（変更）認定申請手数料
　 （評価機関等による事前審査なし）

○建築物エネルギー消費性能向上計画（変更）認定申請手数料
   （評価機関等による事前審査なし）

住戸
（誘導仕様基準）

戸建
（誘導仕様基準）

共同
（誘導仕様基準）

１．手数料の新設

手数料の名称 内容 手数料

家畜人工授精所開設許可証書換え交付手
数料

家畜人工授精所開設許可証の書換えに係る手数料の徴収根
拠を定める。

1,700円

家畜人工授精所開設許可証再交付手数料
家畜人工授精所開設許可証の再交付に係る手数料の徴収根
拠を定める。

1,700円

２．法令等の改正に伴う手数料の新設・改正

手数料名

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
等

内容

省令の改正による住宅における建築物エネルギー消費性能の評価方法の新設及
び共同住宅等の外皮性能の評価単位の一部廃止に伴い、当該評価の審査に係
る手数料等の額を改める。

-5-



提出議案の概要
【保健医療部】

【議案名】
乙第４号議案 旅館業法施行条例の一部を改正する条例

【議案提出の理由】
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業
法等の一部を改正する法律により、旅館業法の一部が改正され、事業を譲り受け
た者が知事の承認を受けたときは新たに許可の取得を行うことなく営業者の地位
を承継することとされたことに伴い、条例の規定を整理する等の必要がある。

【議案の概要】
１ 旅館業法等の一部が改正されたことに伴い、規定を整理する。
２ その他所要の改正を行う。
３ この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図
るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、
１の一部及び２は、公布の日から施行する。

【説明】
１ 旅館業法の一部が改正されたことに伴う改正
⑴ 宿泊拒否事由の追加に伴う条ずれの改正
宿泊拒否事由に、宿泊者からの過重な要求に係る規定が追加されたことに
伴い、既定の条文にずれが生じたため、本条例の該当する部分を修正する。
⑵ 事業譲渡の規定の追加
事業を譲り受けた者が、新たに許可の取得を行うことなく、営業者の地位
を承継する規定が追加されたことに伴い、本条例に既定された合併・分割・
相続に係る承認の手続きに事業譲渡の規定を追加する。

⑶ 博物館法改正に伴う条ずれの改正
博物館に相当する施設について、他の博物館等との連携を努力義務とする
等の規定が整備されたことに伴い、既定の条文にずれが生じたため、本条例
の該当する部分を改正する。

２ その他所要の改正（誤記の修正）

-6-



提出議案の概要
【土木建築部】

【議案名】

乙第５号議案 沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例

【議案提出の理由】

中城公園のキャンプ場の宿泊利用ができるようにし、新たに整備するシャワー

の利用料金の基準額を定める等の必要がある。

【議案の概要】

⑴ 中城公園のキャンプ場の供用時間を改め、並びにキャンプ場の宿泊利用の利

用料金及び新たに整備するシャワーの利用料金の基準額を定める。

⑵ 沖縄県総合運動公園の庭球場の会議室の利用料金の基準額を定める。

⑶ その他所要の改正を行う。

⑷ この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。

【説明】

キャンプ場に新たに
シャワーを整備

• シャワーの利用料金を設定
する。

• キャンプ場の宿泊料金を設
定する。

• 宿泊を可能にするため、供
用時間を変更する。

【中城公園】 【沖縄県総合運動公園】

庭球場の会議室の料金未設定

• 会議室の料金を設定する。

他のスポーツ施設（陸上競技場、蹴
球場）は設定されており、均衡を欠
く。

シャワー料金を設定するとともに、
宿泊を可能にする必要がある。

-7-



提出議案の概要

【農林水産部】

【議案名】

乙第６号議案 県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について

【議案提出の理由】

県営土地改良事業に要する経費に充てるため、利益を受ける関係市町村から負担

金を徴収するには、土地改良法第91条第６項において準用する同法第90条第10項の

規定により議会の議決を必要とする。

【議案の概要】

１ 県営土地改良事業について利益を受ける関係市町村に費用の一部を負担させ

るため、事業費、負担金、事業費に対する負担金の割合を表示し、議会の議決

を求める。

２ 今回の議案に係る事業費は全体で69億8,422万3,000円。そのうち、徴収する

ことになる17市町村63地区分の負担金の総額は４億3,248万6,380円となる。

３ 事業費を増額又は減額した場合は、事業費に対する負担金の割合に応じ、負

担金額を増額又は減額する。

４ 以上のことについては、関係市町村の同意を得ている。

【説明】
県営土地改良事業の負担金の概要及び負担率

事業名 負担金の概要 負担率()は離島
国 県 地元

水利施設整備事業 市町村及び地区数：12市町村30地区 80 11 9
総事業費：32億5,016万3,000円 (15.5) (4.5)
総負担金額：１億5,929万2,335円

農地整備事業 市町村及び地区数：８市町村26地区 75 14.5 10.5
総事業費：31億1,742万7,000円 (16.5) (8.5)
総負担金額：２億3,416万4,795円

農地保全整備事業 市町村及び地区数：２市村５地区 (農地侵食防止工事)
総事業費：４億6,271万1,000円 80 10 10
総負担金額：2,631万5,490円 (15) (5)

(特殊農地保全整備)
ほ場整備
75 14.5 10.5

(16.5) (8.5)
畑地かんがい
80 11 9

(15.5) (4.5)

ため池等整備事業 市町村及び地区名：名護市真喜屋地区 80 12 8
事業費：１億1,392万2,000円 (16.5) (3.5)
負担金額：911万3,760円

農業基盤整備促進事 市町村及び地区名：大宜味村押川地区 80 11 9
業 事業費：4,000万円 (15.5) (4.5)

負担金額：360万円
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提出議案の概要
【農林水産部】

【議案名】

乙第７号議案 農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について

【議案提出の理由】

農地整備事業に要する経費に充てるため、利益を受ける関係村から負担金を徴収

するには、地方財政法第27条第２項の規定により議会の議決を必要とする。

【議案の概要】

１ 農地整備事業について利益を受ける北大東村に費用の一部を負担させるた

め、事業費、負担金、事業費に対する負担金の割合を表示し、議会の議決を求

める。

２ 今回の議案に係る事業費は１億6,000万円。そのうち、徴収することになる

北大東村の負担金額は1,360万円となっており、負担率は事業費の8.5％である。

３ 事業費を増額又は減額した場合は、事業費に対する負担金の割合に応じ、負

担金額を増額又は減額する。

４ 以上のことについては、北大東村の同意を得ている。

【説明】

農地整備事業の採択基準及び負担率

事業種類 採択基準 負担率()は離島

国 県 地元

農業生産基盤整備附帯 ・受益面積がおおむね20ha以上 75 14.5 10.5

事業 ・営農上一定のまとまりを有する (16.5) (8.5)

地域で、かつ、農道、農業用排

・土壌改良事業 水施設等の基幹施設がおおむね

整備済みの地域であること

・作物の生育、農作業の能率を著

しく阻害する不良土層が受益面

積のおおむね５割以上を占める

こと
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提出議案の概要
【農林水産部】

【議案名】

乙第８号議案 水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について

【議案提出の理由】

水利施設整備事業に要する経費に充てるため、利益を受ける関係市町村から負担

金を徴収するには、地方財政法第27条第２項の規定により議会の議決を必要とする。

【議案の概要】

１ 水利施設整備事業について利益を受ける関係市町村に費用の一部を負担させ

るため、事業費、負担金、事業費に対する負担金の割合を表示し、議会の議決

を求める。

２ 今回の議案に係る事業費は全体で２億210万5,000円。そのうち、徴収するこ

とになる３市町村３地区分の負担金の総額は1,493万9,450円となっており、負

担率は本島地域で事業費の 9.0％、離島地域で事業費の2.5%である。

３ 事業費を増額又は減額した場合は、事業費に対する負担金の割合に応じ、負

担金額を増額又は減額する。

４ 以上のことについては、関係市町村の同意を得ている。

【説明】

水利施設整備事業の採択基準及び負担率

事業種類 採択基準 負担率()は離島

国 県 地元

・基幹的農業水利施 ・国営若しくは県営事業で造成され 80 11 9

設の補修及び更新 た施設であること (17.5) (2.5)

・突発的事故に対す ・機能診断に基づく機能保全計画等

る緊急補修工事等 が策定されていること
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提出議案の概要
【農林水産部】

【議案名】

乙第９号議案 水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について

【議案提出の理由】

水質保全対策事業に要する経費に充てるため、利益を受ける関係市村から負担金

を徴収するには、地方財政法第27条第２項の規定により議会の議決を必要とする。

【議案の概要】

１ 水質保全対策事業について利益を受ける関係市村に費用の一部を負担させる

ため、事業費、負担金、事業費に対する負担金の割合を表示し、議会の議決を

求める。

２ 今回の議案に係る事業費は全体で５億4,500万円。そのうち、徴収すること

になる５市村５地区分の負担金の総額は6,187万5,000円となっており、負担率

は本島地域で事業費の12.5％、離島地域で事業費の10.0％である。

３ 事業費を増額又は減額した場合は、事業費に対する負担金の割合に応じ、負

担金額を増額又は減額する。

４ 以上のことについては、関係市村の同意を得ている。

【説明】

水質保全対策事業の採択基準及び負担率

事業種類 採択基準 負担率()は離島

国 県 地元

（耕土流出防止型）

・勾配抑制 国頭マージ、島尻マージまたはジャー 75 12.5 12.5

・グリーンベルト ガル等に覆われた地帯で、対象農用地 (15) (10)

・畦畔 が20ha以上であること。

・土砂だめマス

・法面保護

・沈砂池

・承水路（排水路）

・路面保護

・土層改良

・暗渠排水

・沈砂池の軽微な変更
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提出議案の概要
【農林水産部】

【議案名】

乙第10号議案 通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について

【議案提出の理由】

通作条件整備事業に要する経費に充てるため、利益を受ける関係市から負担金を

徴収するには、地方財政法第27条第２項の規定により議会の議決を必要とする。

【議案の概要】

１ 通作条件整備事業について利益を受ける石垣市に費用の一部を負担させるた

め、事業費、負担金、事業費に対する負担金の割合を表示し、議会の議決を求

める。

２ 今回の議案に係る事業費は全体で１億5,000万円。そのうち、徴収すること

になる石垣市の負担金額は750万円となっており、負担率は事業費の5.0％であ

る。

３ 事業費を増額又は減額した場合は、事業費に対する負担金の割合に応じ、負

担金額を増額又は減額する。

４ 以上のことについては、石垣市の同意を得ている。

【説明】

通作条件整備事業の採択基準及び負担率

事業種類 採択基準 負担率()は離島

国 県 地元

農道保全対策事業 ・受益面積が50ha以上 85 7.5 7.5

・総事業費30百万円以上 (10) (5)
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提出議案の概要
【農林水産部】

【議案名】

乙第11号議案 農業基盤整備促進事業の執行に伴う負担金の徴収について

【議案提出の理由】

農業基盤整備促進事業に要する経費に充てるため、利益を受ける関係村から負担

金を徴収するには、地方財政法第27条第２項の規定により議会の議決を必要とする。

【議案の概要】

１ 農業基盤整備促進事業について利益を受ける読谷村に費用の一部を負担させ

るため、事業費、負担金、事業費に対する負担金の割合を表示し、議会の議決

を求める。

２ 今回の議案に係る事業費は全体で600万円。そのうち、徴収することとなる

読谷村の負担金額は60万円となっており、負担率は事業費の10.0％である。

３ 事業費を増額又は減額した場合は、事業費に対する負担金の割合に応じ、負

担金額を増額又は減額する。

４ 以上のことについては、読谷村の同意を得ている。

【説明】

農業基盤整備促進事業の採択基準及び負担率

事業種類 採択基準 負担率()は離島

国 県 地元

・農業用用排水施設 受益者数：２者以上 80 10 10

・暗渠排水 総事業費：200万円以上 (15) (5)

・土層改良

・区画整理

・農作業道

・農用地の保全
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提出議案の概要
【農林水産部】

【議案名】

乙第12号議案 農業水路等長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴収に

ついて

【議案提出の理由】

農業水路等長寿命化・防災減災事業に要する経費に充てるため、利益を受ける関

係市町村から負担金を徴収するには、地方財政法第27条第２項の規定により議会の

議決を必要とする。

【議案の概要】

１ 農業水路等長寿命化・防災減災事業について利益を受ける関係市町村に費用

の一部を負担させるため、事業費、負担金、事業費に対する負担金の割合を表

示し、議会の議決を求める。

２ 今回の議案に係る事業費は全体で４億1,312万1,000円。そのうち、徴収する

ことになる８市町村８地区分の負担金の総額は3,718万890円となっており、負

担率は事業費の9.0％である。

３ 事業費を増額又は減額した場合は、事業費に対する負担金の割合に応じ、負

担金額を増額又は減額する。

４ 以上のことについては、関係市町村の同意を得ている。

【説明】

農業水路等長寿命化・防災減災事業の採択基準及び負担率

事業種類 採択基準 負担率

国 県 地元

長寿命化対策 ・長寿命化・防災減災整備計画を作成

水利施設整備 していること 80 11 9

・事業費：200万円以上

・受益者数：２者以上

・工期：原則３カ年以内
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提出議案の概要
土木建築部

【議案名】
乙第13号議案 那覇港管理組合規約の一部変更について

【議案提出の理由】
那覇港管理組合規約の一部を変更することについて、那覇市及び浦添市と協議す

るため、地方自治法第290条の規定により議会の議決を必要とする。

【議案の概要】
那覇港管理組合規約第17条第３項中「臨港道路浦添１号線の一部」を「交流厚生

用地の一部（マリーナ用地）」に改める。
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提出議案の概要
【企業局】

【議案名】

乙第14号議案 令和４年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

【議案提出の理由】

令和４年度決算における未処分利益剰余金の処分を行うには、地方公営企業法

第32条第２項の規定により議会の議決を必要とする。

【議案の概要】

令和４年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金7,401,223円の全額を減債積立

金に積み立てる。

【説明】

〇令和４年度　沖縄県水道事業剰余金処分計算書（案） （単位：円）

資本金 資本剰余金
未処分利益

剰余金

当年度末残高 31,300,953,106 16,018,513,154 7,401,223

議会の議決による処分額 0 0 △ 7,401,223

減債積立金の積立 0 0 △ 7,401,223

(繰越利益剰余金)

31,300,953,106 16,018,513,154 0
処分後残高
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提出議案の概要
【企業局】

【議案名】

乙第15号議案 令和４年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて

【議案提出の理由】

令和４年度決算における未処分利益剰余金の処分を行うには、地方公営企業法第

32条第２項の規定により議会の議決を必要とする。

【議案の概要】

令和４年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金16,189,991円の全額を建

設改良積立金に積み立てる。

【説明】

〇令和４年度　沖縄県工業用水道事業剰余金処分計算書（案） （単位：円）

資本金 資本剰余金
未処分利益

剰余金

当年度末残高 806,193,151 409,987,994 16,189,991

議会の議決による処分額 0 0 △ 16,189,991

建設改良積立金の積立 0 0 △ 16,189,991

(繰越利益剰余金)

806,193,151 409,987,994 0
処分後残高
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資料３

令和５年度
９月補正予算（案）

説明資料
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９月補正予算（案）の概要

１ 補正予算の考え方

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対する実情

に即した必要な支援等の実施等により、緊急に対応を要する経費等について、補正予算

を編成する。

２ 補正予算（案）の概要

（単位：千円）

区 分 調 整 額 備 考

【一般会計（第４号）】 △2,681,083

１ 新型コロナウイルス感染症対応 3,079,342

地方創生臨時交付金事業

２ 台風第６号災害復旧関連等 1,538,027

３ 新型コロナウイルス感染症対応 △10,843,460 補正後予算額

２０６．３億円

４ 償還金（コロナ受入病床関連） 3,326,849

５ その他 218,159

【特別会計（第1号）】

１ 下地島空港特別会計 3,652 台風第６号

災害復旧関連

２ 宜野湾港整備事業特別会計 0 繰上充用関係

３ 中城港湾（新港地区）整備事業 0 繰上充用関係

特別会計
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（単位：千円）

（１）歳　　入

既決予算額 880,467,076

今回補正額 △2,681,083

（内 　訳）

△ 7,109,421

2,000

62,644

3,296,594

1,067,100

改 予 算 額 877,785,993

（２）歳　　出

既決予算額 880,467,076

今回補正額 △2,681,083

（内 　訳）

379,646

379,646

1,463,244

841,406

345,570

495,836

621,838

621,838

△ 4,523,973

△ 10,239,585

442,439

5,267,521

2,000

3,652

改 予 算 額 877,785,993

補 助 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

扶 助 費

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

普 通 建 設 事 業 費

単 独 事 業 費

積 立 金

繰 出 金

補 助 費 等

物 件 費

寄 附 金

単 独 事 業 費

維 持 補 修 費

そ の 他 の 経 費

歳　入　歳　出　総　括

国 庫 支 出 金

繰 入 金

県 債

諸 収 入
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

国庫支出金 県　　　債
その他の
特定財源

一般財源

△ 7,109,421 △ 7,109,421

2,000 2,000

62,644 62,644

3,296,594 △ 30,255 3,326,849

1,067,100 1,067,100

△ 2,681,083 △ 7,109,421 1,067,100 △ 30,255 3,391,493

379,646 536,159 △ 156,513

379,646 536,159 △ 156,513

1,463,244 334,453 1,067,100 61,691

841,406 334,453 452,000 54,953

補 助 事 業 費 345,570 334,453 7,300 3,817

単 独 事 業 費 495,836 444,700 51,136

621,838 615,100 6,738

単 独 事 業 費 621,838 615,100 6,738

△ 4,523,973 △ 7,980,033 △ 30,255 3,486,315

△ 10,239,585 △ 9,598,950 △ 30,255 △ 610,380

442,439 69,058 373,381

5,267,521 1,549,859 3,717,662

2,000 2,000

3,652 3,652

△ 2,681,083 △ 7,109,421 1,067,100 △ 30,255 3,391,493歳　 出　 合　 計

歳 入 歳 出 財 源 内 訳

（歳　　　　　　出）

歳　 入　 合　 計

区　　　　　分 補　正　額

（歳　　　　　　入）

県 債

諸 収 入

繰 入 金

国 庫 支 出 金

寄 附 金

繰 出 金

積 立 金

災害復旧事業費

義 務 的 経 費

扶 助 費

補 助 費 等

維 持 補 修 費

物 件 費

そ の 他 の 経 費

投 資 的 経 費

普通建設事業費

【参考】令和５年度末 財政調整基金残高 見込額 （単位：千円）

取崩
b

積立
c

財政調整基金 3,879,267 62,644 0 3,816,623

9月補正前
見込額

a

補正による取崩・積立 9月補正後
見込額
d(a-b+c)
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【一般会計】

国　　庫 県　　債 特　　財 一　　財

総 務 部 162,196,626 2,000 2,000

企 画 部 33,068,633 56,562 51,505 5,057

子ども生活福祉部 102,918,027 32,328 16,668 5,700 9,960

保 健 医 療 部 107,538,203 △7,494,611 △9,831,481 △30,255 2,367,125

農 林 水 産 部 58,397,444 379,968 120,004 149,600 110,364

商 工 労 働 部 88,851,109 2,332,922 1,897,451 435,471

文化観光スポーツ部 25,748,836 203,311 179,052 24,259

土 木 建 築 部 82,214,626 1,451,210 244,974 823,800 382,436

教 育 委 員 会 170,554,767 307,140 212,406 88,000 6,734

公 安 委 員 会 37,772,345 48,087 48,087

合　　　計 880,467,076 △2,681,083 △7,109,421 1,067,100 △30,255 3,391,493

部　局　別　総　括

　　　（単位：千円）

部　局　名 既決予算額 補正額
左　の　財　源　内　訳

※一般会計補正予算（第４号）の計上がある部局のみ掲載
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１.新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 （単位：千円）

1
沖縄県交通事業
者安全・安心確
保支援事業

45,039

　交通事業者等の運航継続の支援に要する経費

【予算】
　補正前 676,618千円　→　補正後 721,657千円

【内訳】
　補助金 45,039千円

【内容】
　原油価格・物価高騰、円安等の影響を受け厳しい経営状況となってい
る離島航空路運航事業者に対して支援するための補正

企 画 部
(交通政策課)

2 児童保護措置費 3,732

　児童養護施設等の運営に要する経費

【予算】
　補正前 2,631,352千円　→　補正後 2,635,084千円

【内訳】
　報償費 3,732千円

【内容】
　エネルギー等の物価高騰の影響により児童養護施設等の運営に支障が
出ていることから、運営費について支援するための補正

子ども生活
福 祉 部
( 青 少 年 ・
子ども家庭課)

3
モズク消費拡大
緊急対策事業

65,314

　モズク消費拡大に向けた販促活動の支援に要する経費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 65,314千円

【内訳】
　旅費 434千円、補助金 64,880千円

【内容】
　コロナ禍での消費低迷の影響によって需要が低下し過剰在庫となって
いるモズクの販促活動を支援するための補正

農林水産部
( 水 産 課 )

4
多彩な沖縄食体
験創出事業

30,673

　県産食材や伝統調理法等を活用した食体験の開発・提供を図ると同時
に、その人材育成に要する経費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 30,673千円
　
【内訳】
　旅費 230千円、委託料 30,443千円
　
【内容】
　新型コロナ感染症の位置づけ変更の影響により、急増している観光客
への対応として、早急に観光メニューを高付加価値化し観光関連産業従
事者が適正な対価を受け入れる仕組み作りを支援するための補正

商工労働部
(マーケティン
グ戦略推進課)

事　業　概　要　等 部局名

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

補正額
番
号

事業名
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１.新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 （単位：千円）

事　業　概　要　等 部局名

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

補正額
番
号

事業名

5
中小企業経営改
善支援事業

13,475

　事業者が、事業継続のために専門家の支援を受ける際に必要な費用の
支援を行うための経費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 13,475千円

【内訳】
　補助金 13,475千円

【内容】
　国は、事業者が事業継続のため専門家の支援を受ける際に必要な経費
の補助を実施している。自己負担分の一部を県が補助することで、当該
事業の活用を促進するための補正

商工労働部
( 中 小 企 業
支 援 課 )

6
LPガス料金高騰
支援事業

577,212

　県内のLPガス料金の高騰の影響を受けた県民及び事業者の負担軽減を
図るための緊急的な対策の実施に要する経費

【予算】
　補正前 1,124,624千円　→　補正後 1,701,836千円

【内訳】
　報償費 29,800千円、委託料 11,012千円、補助金 536,400千円

【内容】
　LPガス料金の高騰の影響により、影響を受けている県民及び事業者の
負担を軽減するために必要な経費の補正

商工労働部
(産業政策課)

7
沖縄電気料金高
騰緊急対策事業

1,707,465

　県内の電気料金の高騰の影響を受けた県民及び事業者の負担軽減を図
るための緊急的な対策の実施に要する経費

【予算】
　補正前 6,776,000千円　→　補正後 8,483,465千円

【内訳】
　委託料 27,195千円、補助金 1,680,270千円

【内容】
　国が実施する「電気・ガス価格激変緩和対策事業」に加え、県内の低
圧、高圧及び特別高圧の受電契約者に対する負担軽減を図るための緊急
的な対策を実施するための補正

商工労働部
(産業政策課)

8

沖縄コンベン
ションセンター
保全修繕事業費
（省エネ対応
分）

73,458

　沖縄コンベンションセンターの適切な保全措置を行い利用者の利便性
及び快適性を維持し、安定的な運営を図るための経費

【予算】
　補正前 10,957千円　→　補正後 84,415千円

【内訳】
　工事請負費 69,058千円、備品購入費 4,400千円

【内容】
　エネルギー価格高騰に対する影響緩和を目的に、省エネ対応機器への
取替工事等を行うための補正

　冷蔵設備省エネ化改修 4,400千円
　照明設備LED化工事 69,058千円

文 化 観 光
スポーツ部
( Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ
推 進 課 )
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１.新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 （単位：千円）

事　業　概　要　等 部局名

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

補正額
番
号

事業名

9

万国津梁館保全
修繕事業費
（省エネ対応
分）

6,000

　万国津梁館の適切な保全措置を行い利用者の利便性及び快適性を維持
し、安定的な運営を図るための経費

【予算】
　補正前 45,129千円　→　補正後 51,129千円

【内訳】
　備品購入費 6,000千円

【内容】
　エネルギー価格高騰に対する影響緩和を目的に、省エネ対応機器への
取替工事を行うための補正

　冷蔵設備省エネ化改修 6,000千円

文 化 観 光
スポーツ部
( Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ
推 進 課 )

10
修学旅行貸切バ
ス等受入体制緊
急支援事業

40,971

　貸切バスの乗務員等の不足により修学旅行等が受け入れられない恐れ
があることから、緊急的に県外の乗務員等を一時的に受け入れる貸切バ
ス事業者に対する支援に要する経費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 40,971千円

【内訳】
　旅費 971千円、補助金 40,000千円
　
【内容】
　緊急的に人員の確保を行う貸切バス事業者に対し、受入に際しての渡
航費や研修経費等について支援を行うための補正

文 化 観 光
スポーツ部
(観光振興課)

11
クルーズ船受
入・定着化促進
事業

58,623

　新型コロナウイルス感染症の影響で休止していたクルーズ船の本格的
な受入再開に向けて、経済波及効果の向上と、クルーズ船の寄港に対す
る県民の理解促進に要する経費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 58,623千円

【内訳】
　旅費 1,572千円、委託料 57,051千円

【内容】
　県内港湾を発着港とするフライ＆クルーズなど経済波及効果の高いク
ルーズ船の誘致・定着化を図るとともに、寄港に対する県民の理解促進
に向けた取組等を行うための補正

文 化 観 光
スポーツ部
(観光振興課)

12
公園施設機能強
化事業

244,974

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び５類感染症移行後の利
用者増に対応するための公園施設の機能強化に要する経費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 244,974千円

【内訳】
　委託料 106,307千円、工事請負費 86,000千円、
　備品購入費 52,667千円

【内容】
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、スポーツ施設での競技大
会開催及び５類感染症移行後の利用者増に対応するための機器の整備や
園内施設の改修を行うための補正

土木建築部
(都市公園課)
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１.新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 （単位：千円）

事　業　概　要　等 部局名

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

補正額
番
号

事業名

13
図書館管理運営
事業

10,046

　県立図書館の施設運営に要する経費

【予算】
　補正前 263,322千円　→　補正後 273,368千円

【内訳】
　需用費 10,046千円

【内容】
　電力会社の料金改定の影響により、不足が見込まれている県立図書館
の光熱水費等に充当するための補正

教育委員会
( 生 涯 学 習
振 興 課 )

14
高等学校施設改
装・改修事業費

101,660

　県立高等学校における校舎等諸施設の改築・改修に要する経費
　
【予算】
　補正前 496,287千円　→　補正後 597,947千円

【内訳】
　工事請負費 101,660千円

【内容
　新型コロナウイルス感染防止対策として、空調機器の更新及びトイレ
改修（洋式化）のための補正

教育委員会
( 施 設 課 )

15
特別支援学校施
設改装・改修事
業費

26,500

　県立特別支援学校における校舎等諸施設の改築・改修に要する経費

【予算】
　補正前 105,751千円　→　補正後 132,251千円

【内訳】
　工事請負費 26,500千円

【内容】
　新型コロナウイルス感染防止対策として、空調機器の更新及びトイレ
改修（洋式化）のための補正

教育委員会
( 施 設 課 )

16
高等学校教育用
コンピュータ整
備事業費

66,900

　県立高等学校におけるICT機器等の活用に要する経費
　
【予算】
　補正前 349,676千円　→　補正後 416,576千円

【内訳】
　委託料 66,900千円

【内容】
　新型コロナウイルス感染防止対策として、無線アクセスポイントを増
設するための補正

教育委員会
(教育支援課)
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１.新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 （単位：千円）

事　業　概　要　等 部局名

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

補正額
番
号

事業名

17
特別支援学校教
育用コンピュー
タ整備事業費

7,300

　特別支援学校におけるICT機器等の活用に要する経費
　
【予算】
　補正前 47,187千円　→　補正後 54,487千円

【内訳】
　委託料 7,300千円

【内容】
　新型コロナウイルス感染防止対策として、無線アクセスポイントを増
設するための補正

教育委員会
(教育支援課)
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２.台風第６号災害復旧関連等 （単位：千円）

1
運営費（農業研
究センター）

41,112

　農業研究センター本所及び支所の庁舎や施設の管理運営に要する経費

【予算】
　補正前 109,075千円　→　補正後 150,187千円

【内訳】
　需用費 34,427千円、委託料 2,053千円、工事請負費 4,632千円

【内容】
　台風第６号でハウス等研究施設や設備に被害が出ていることから、施
設等を復旧するための補正

農林水産部
( 農 林 水 産
総 務 課 )

2
優良乳用牛育成
供給事業費

28,932

　
　県内産優良乳用雌子牛を受託して育成を行い、初妊牛として農家に引
渡すために要する経費

【予算】
　補正前 142,034千円　→　補正後 170,966千円

【内訳】
　需用費 28,932千円

【内容】
　台風第６号により被害が生じた施設および設備の現状復旧を実施する
ための補正

農林水産部
( 畜 産 課 )

3
漁港漁場災害復
旧事業費（単独
事業）

71,000

　漁港漁場施設における国庫補助対象とならない災害復旧に要する経費

【予算】
　補正前 46,100千円→補正後 117,100千円

【内訳】
　委託料 30,000千円、工事請負費 41,000千円

【内容】
　台風第６号により被災した県管理漁港における国庫補助対象とならな
い災害復旧工事や、災害調査・設計を実施するための補正

農林水産部
(漁港漁場課)

4
養殖漁業災害復
旧支援事業

37,270

　台風第６号により被害を受けた養殖漁業者の生産再開支援に要する経
費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 37,270千円

【内訳】
　補助金 37,270千円

【内容】
　被災したクルマエビ養殖施設の復旧に要した費用、海ぶどう養殖にお
ける生産不調など、台風第６号により直接的な被害を受けた経営体へ早
期の生産再開に係る経費を補助するための補正

農林水産部
( 水 産 課 )

事　業　概　要　等 部局名

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

補正額
番
号

事業名
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２.台風第６号災害復旧関連等 （単位：千円）

事　業　概　要　等 部局名

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

補正額
番
号

事業名

5
海岸施設災害復
旧費（単独事
業）

77,000

　暴風、洪水等の異常な天然現象により被害を受けた海岸保全施設及び
地すべり防止施設の復旧に要する経費

【予算】
　補正前 4,000千円　→　補正後 81,000千円

【内訳】
　委託料 2,000千円、工事請負費 75,000千円

【内容】
　宮古島市前浜海岸において、台風第６号で海浜の浸食被災を受けたた
め、これ以上被害が拡がらないよう早急に対策を実施するための補正

農林水産部
( 農 地 農 村
整 備 課 )

6
浦添職業能力開
発校運営費

1,905

　浦添職業能力開発校の運営に要する経費

【予算】
　補正前 69,234千円　→　補正後 71,139千円

【内訳】
　需用費 1,905千円

【内容】
　台風第６号の影響により、敷地内の外灯が故障し、安全面及び防犯面
等で支障が生じていることから、早急に修理するための補正

商工労働部
(労働政策課)

7
具志川職業能力
開発校運営費

2,192

　具志川職業能力開発校の運営に要する経費

【予算】
　補正前 60,813千円　→　補正後 63,005千円

【内訳】
　需用費 2,192千円

【内容】
　台風第６号の影響により、訓練施設等の一部に破損や不具合があり、
適切な訓練環境の維持に支障が生じていることから、早急に修理するた
めの補正

商工労働部
(労働政策課)

8

沖縄コンベン
ションセンター
保全修繕事業費
（台風被害対応
分）

5,192

　沖縄コンベンションセンターの適切な保全措置を行い利用者の利便性
及び快適性を維持し、施設の安定的な運営を図るための経費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 5,192千円

【内訳】
　工事請負費 5,192千円

【内容】
　台風第６号により被害を受けた沖縄コンベンションセンターの建築物
等の災害復旧を実施するための補正

文 化 観 光
スポーツ部
( Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ
推 進 課 )

9

万国津梁館保全
修繕事業費
（台風被害対応
分）

4,589

　万国津梁館の適切な保全措置を行い利用者の利便性及び快適性を維持
し、施設の安定的な運営を図るための経費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 4,589千円

【内訳】
　需用費 4,589千円

【内容】
　台風第６号により被害を受けた万国津梁館の建築物等の災害復旧を実
施するための補正

文 化 観 光
スポーツ部
( Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ
推 進 課 )
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２.台風第６号災害復旧関連等 （単位：千円）

事　業　概　要　等 部局名

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

補正額
番
号

事業名

10
体育施設整備事
業費

14,478

　体育施設の整備充実を行うための経費

【予算】
　補正前 10,486千円　→　補正後 24,964千円

【内訳】
　工事請負費 13,961千円、需要費 517千円

【内容】
　台風第６号により被害を受けた奥武山総合運動場体育施設等の災害復
旧を実施するための補正

文 化 観 光
スポーツ部
( ス ポ ー ツ
振 興 課 )

11
空港管理運営費
繰出金

3,652

　下地島空港特別会計における管理運営費等に対する繰出金に要する経
費

【予算】
　補正前 389,075千円　→　補正後 392,727千円

【内訳】
　繰出金 3,652千円

【内容】
　台風第６号の影響で被災した下地島空港進入灯保守管理通路橋の転落
防止柵を修繕するため、一般会計から下地島空港特別会計へ繰出金を繰
り出すための補正

土木建築部
( 空 港 課 )

12
港湾維持管理事
業費

13,568

　県管理港湾の港湾施設の維持管理に要する経費

【予算】
　補正前 404,863千円　→　補正後 418,431千円

【内訳】
　交付金 13,568千円

【内容】
　台風第６号の影響により、維持管理事務について市町村に権限移譲を
行っている県管理港湾に被害が出ていることから、港湾管理事務移譲交
付金を市町村へ追加交付するための補正

土木建築部
( 港 湾 課 )

13
県単港湾災害復
旧事業費（港湾
課）

200,700

　県管理港湾における港湾施設災害の早期復旧に要する経費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 200,700千円

【内訳】
　工事請負費 200,700千円

【内容】
　台風第６号の影響による波浪等により、県管理港湾の港湾施設が被災
し、港湾利用者の安全性、利便性に支障を来していることから、早期に
復旧工事を実施するための補正

土木建築部
( 港 湾 課 )

14
応急対応費（河
川課）

40,000

　県管理河川における応急対応に要する経費

【予算】
　補正前 7,500千円　→　補正後 47,500千円

【内訳】
　委託料 40,000千円

【内容】
　台風第６号の影響により、県管理河川において自然河岸の浸食や護岸
の崩壊が確認されているため、応急対応による被災対策を実施するため
の補正

土木建築部
( 河 川 課 )
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２.台風第６号災害復旧関連等 （単位：千円）

事　業　概　要　等 部局名

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

補正額
番
号

事業名

15
県単河川等災害
復旧事業費

42,000

　公共土木施設（河川、道路関係）の災害復旧に要する経費

【予算】
　補正前 88,000千円　→　補正後 130,000千円

【内訳】
　委託料 42,000千円

【内容】
　台風第６号の影響で被災した公共土木施設（河川、道路関係）につい
て、国庫による災害復旧事業に係る災害査定を受けるために必要な調
査・測量、設計等を実施するための補正

土木建築部
(海岸防災課)

16
県単港湾災害復
旧事業費（海岸
防災課）

14,000

　公共土木施設（県管理港湾）の災害復旧に要する経費

【予算】
　補正前 40,000千円　→　補正後 54,000千円

【内訳】
　委託料 14,000千円

【内容】
　台風第６号の影響で被災した公共土木施設（県管理港湾）について、
国庫による災害復旧事業に係る災害査定を受けるために必要な調査・測
量、設計等を実施するための補正

土木建築部
(海岸防災課)

17
海岸・砂防維持
費

53,000

　公共土木施設（砂防関係施設、海岸関係施設）の維持・修繕に要する
経費

【予算】
　補正前 117,440千円　→　補正後 170,440千円

【内訳】
　委託料 20,000千円、工事請負費 33,000円

【内容】
　台風第６号の大雨等により損傷を受けた法面施設等の維持・修繕のた
めの測量・設計、復旧工事（砂防関係施設）及び飛砂の除去等（海岸関
係施設）を実施するための補正

土木建築部
(海岸防災課)

18
海岸・砂防調査
費

30,000

　海岸・砂防関係事業の計画調査、測量、設計等に要する経費

【予算】
　補正前 160,338千円　→　補正後 190,338千円

【内訳】
　委託料 30,000千円

【内容】
　台風第６号の影響によりがけ崩れが発生した急傾斜地等について、砂
防関係事業の事業化をするために必要な調査・設計を実施するための補
正

土木建築部
(海岸防災課)

19
応急対応費（都
市公園課）

7,712

　県管理公園における応急対応に要する経費

【予算】
　補正前 3,000千円　→　補正後 10,712千円

【内訳】
　委託料 7,712千円

【内容】
　台風第６号の影響により県営公園内で発生した倒木について、速やか
に撤去するための補正

土木建築部
(都市公園課)
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２.台風第６号災害復旧関連等 （単位：千円）

事　業　概　要　等 部局名

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

補正額
番
号

事業名

20
県単都市災害復
旧事業費

142,104

　県管理公園内施設の復旧に要する経費

【予算】
　補正前 10,000千円　→　補正後 152,104千円

【内訳】
　需用費 3,000千円、委託料 139,104千円

【内容】
　台風第６号の影響により県営公園内で屋根瓦、建築内装、各設備、柵
等に破損被害が生じており、施設の機能、安全性を損ね、利用に支障を
来していることから、速やかに復旧を行うための補正

土木建築部
(都市公園課)

21
応急対応費（道
路管理課）

185,000

　県管理道路の道路施設における応急対応に要する経費

【予算】
　補正前 20,000千円　→　補正後 205,000千円

【内訳】
　委託料 185,000千円

【内容】
　台風第６号の影響により、道路等に被害が出ていることから、道路等
の路面清掃、側溝清掃及び倒木撤去・処理に応急的に対応するための補
正

土木建築部
(道路管理課)

22 県単道路維持費 49,500

　県管理道路の道路施設における維持管理に要する経費

【予算】
　補正前 1,548,356千円　→　補正後 1,597,856千円

【内訳】
　委託料 49,500千円

【内容】
　台風第６号の影響による道路法面崩落等により生じた、倒木のおそれ
がある通行支障木を伐採・撤去するための補正

土木建築部
(道路管理課)

23
緊急自然災害防
止対策事業（道
路防災）

350,000

　県管理道路の道路施設における災害の発生予防・拡大防止対策に要す
る経費

【予算】
　補正前 1,485,000千円　→　補正後 1,835,000千円

【内訳】
　委託料 80,000千円、工事請負費 270,000千円

【内容】
　令和５年４月～６月の大雨により道路法面の変状が拡大（県道34号
（宜野湾西原線）、国道507号（南部管内））していること、また、高
潮による道路護岸の流出拡大（県道79号（石垣港伊原間線））を防止す
るため、調査設計や工事等を実施するための補正

土木建築部
(道路管理課)
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２.台風第６号災害復旧関連等 （単位：千円）

事　業　概　要　等 部局名

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

補正額
番
号

事業名

24
高等学校施設改
装・改修事業費

60,804

　県立高等学校における校舎等諸施設の改築・改修に要する経費

【予算】
　補正前 496,287千円　→　補正後 557,091千円

【内訳】
　需用費 60,804千円

【内容】
　台風第６号により被害のあった県立高等学校を修繕するための補正

教育委員会
( 施 設 課 )

25
特別支援学校改
装・改修事業費

14,230

　県立特別支援学校における校舎等諸施設の改築・改修に要する経費
　
【予算】
　補正前 105,751千円　→　補正後 119,981千円

【内訳】
　需用費 14,230千円

【内容】
　台風第６号により被害のあった県立特別支援学校を修繕するための補
正

教育委員会
( 施 設 課 )

26 警察施設管理費 8,087

　警察施設の管理に要する経費

【予算】
　補正前 401,178千円　→　補正後 409,265千円

【内訳】
　工事請負費 7,311千円、備品購入費 776千円

【内容】
　台風第６号の風雨により被害のあった県内一円の警察施設の復旧等を
行うための補正

公安委員会
( 警 察 本 部
会 計 課 )

27
交通安全施設管
理費

40,000

　交通安全施設等の適正な維持管理に要する経費

【予算】
　補正前 274,939千円　→　補正後 314,939千円

【内訳】
　需用費 40,000千円

【内容】
　台風第６号の強風等で被災した交通安全施設の復旧及び緊急に復旧対
応を行ったために不足が見込まれる交通安全施設光熱水費の補填を行う
ための補正

公安委員会
( 警 察 本 部
会 計 課 )
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３.新型コロナウイルス感染症対応 （単位：千円）

1
新型コロナウイ
ルス感染症相談
体制強化事業

60,270

　新型コロナウイルス感染症相談コールセンターの設置に要する経費

【予算】
　補正前 171,078千円　→　補正後 231,348千円

【内訳】
　役務費 △2,281千円、委託料 62,551千円

【内容】
　新型コロナウイルス感染症に係る相談コールセンターを継続するため
の補正（10月～３月）

保健医療部
( 感 染 症
総 務 課 )

2

新型コロナウイ
ルス感染症医療
機関協力金交付
事業

△ 76,614

　新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた医療機関等に対する協力
金の交付に要する経費

【予算】
　補正前 88,320千円　→　補正後 11,706千円

【内訳】
　報償費 △76,614千円

【内容】
　新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴う減額を行うための
補正

保健医療部
( 感 染 症 医 療
確 保 課 )

3

新型コロナウイ
ルス感染症宿泊
療養施設運営事
業

△ 3,444,998

　新型コロナウイルス感染症患者の宿泊療養に要する経費

【予算】
　補正前 5,762,781千円　→　補正後 2,317,783千円

【内訳】
　報償費 △63,828千円、旅費 △5,746千円、需用費 △11,073千円、
　役務費 △806千円、委託料 △4,054,969千円、使用料 △1,249千円、
　扶助費 692,673千円

【内容】
　新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴う減額及びコロナ治
療薬の公費支援に伴う増額を行うための補正

保健医療部
( 感 染 症 医 療
確 保 課 )

4
新型コロナウイ
ルス感染症自宅
療養支援事業

△ 855,564

　新型コロナウイルス感染症患者のうち、自宅療養者の支援に要する経
費

【予算】
　補正前 1,004,234千円　→　補正後 148,670千円

【内訳】
　報償費 △91,895千円、旅費 △3,403千円、需用費 △2,216千円、
　役務費 △22,347千円、委託料 △689,544千円、
　使用料 △45,598千円、負担金 △561千円

【内容】
　新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴う減額を行うための
補正

保健医療部
( 感 染 症 医 療
確 保 課 )

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

番
号

事業名 事　業　概　要　等 部局名補正額
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３.新型コロナウイルス感染症対応 （単位：千円）

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

番
号

事業名 事　業　概　要　等 部局名補正額

5

新型コロナウイ
ルス感染症医療
従事者向け宿泊
施設確保事業

△ 53,191

　新型コロナウイルス感染症に対応する医療従事者に対する宿泊費支援
に要する経費

【予算】
　補正前 54,331千円　→　補正後 1,140千円

【内訳】
　補助金 △53,191千円

【内容】
　新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴う減額を行うための
補正

保健医療部
( 感 染 症 医 療
確 保 課 )

6
新型コロナウイ
ルス感染症保健
所体制強化事業

△ 410,641

　保健所の新型コロナウイルス感染症に係る調査・対応等を行うために
要する経費

【予算】
　補正前 502,488千円　→　補正後 91,847千円

【内訳】
　報償費 △24,377千円、旅費 △6,663千円、需用費 △5,745千円、
　役務費 △13,915千円、委託料 △354,098千円、
　使用料 △4,958千円、負担金 △885千円

【内容】
　新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴う減額を行うための
補正

保健医療部
( 感 染 症
総 務 課 )

7
沖縄県感染防止
対策認証制度事
業

△ 62,013

　感染防止対策認証制度事業に要する経費

【予算】
　補正前 62,013千円　→　補正後 0千円

【内訳】
　旅費 △224千円、委託料 △61,789千円

【内容】
　新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴う減額を行うための
補正

保健医療部
( 感 染 症
総 務 課 )

8
新型コロナウイ
ルス感染症検査
体制確保事業

△ 1,907,615

　新型コロナウイルス感染症の検査体制の確保に要する経費

【予算】
　補正前 2,915,284千円　→　補正後 1,007,669千円

【内訳】
　旅費 △219千円、需用費 △6,216千円、委託料 △1,588,153千円、
　扶助費 △313,027千円

【内容】
　新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴う減額を行うための
補正

保健医療部
( ワ ク チ ン ・
接 種 推 進 課 )

9

新型コロナウイ
ルスワクチン個
別接種・職域接
種促進事業

△ 249,653

　新型コロナウイルスワクチンの個別接種・職域接種に要する経費

【予算】
　補正前 249,653千円　→　補正後 0千円

【内訳】
　報償費 △241,000千円、補助金 △8,653千円

【内容】
　新型コロナウイルスワクチン接種に係る制度変更に伴う減額を行うた
めの補正

保健医療部
( ワ ク チ ン ・
接 種 推 進 課 )
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３.新型コロナウイルス感染症対応 （単位：千円）

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

番
号

事業名 事　業　概　要　等 部局名補正額

10
新型コロナウイ
ルス感染症一般
検査支援事業

△ 3,843,441

　一般無料検査におけるＰＣＲ検査等の実施に要する経費

【予算】
　補正前 4,913,819千円　→　補正後 1,070,378千円
 
【内訳】
　旅費 △672千円、委託料 △3,842,769千円

【内容】
　新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴う減額を行うための
補正

保健医療部
( ワ ク チ ン ・
接 種 推 進 課 )
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４.償還金（コロナ受入病床関連） （単位：千円）

1
新型コロナウイ
ルス感染症受入
病床確保事業

3,326,849

　新型コロナウイルス感染症患者等の受け入れのため、医療機関が空床
とした病床に対する支援に要する経費

【予算】
　補正前 12,697,196千円　→　補正後 16,024,045千円

【内訳】
　償還金 3,326,849千円（国庫償還総額 5,747,045千円）

【内容】
　自主点検に伴う令和２、３年度過年度精算に係る国庫償還（追加分）
を行うための補正

保健医療部
( 感 染 症 医 療
確 保 課 )

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

番
号

事業名 補正額 事　業　概　要　等 部局名
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５.その他 （単位：千円）

1
沖縄県ふるさと
寄附金基金積立
金

2,000

　ふるさと納税制度を活用し本県に寄付された寄附金の積立に要する経
費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 2,000千円

【内訳】
　積立金 2,000千円

【内容】
　クラウドファンディングによるふるさと納税制度を活用した寄附金を
受け入れるに際し、新たに設置する沖縄県ふるさと寄附金基金に積立を
行うための補正

総 務 部
(行政管理課)

2
移住定住促進事
業

11,523

　東京圏からの移住を促進するため、市町村が行う移住支援金への補助
等に要する経費

【予算】
　補正前 50,447千円　→　補正後 61,970千円

【内訳】
　委託料 7,293千円、補助金 4,230千円

【内容】
　デジタル田園都市国家構想交付金を活用して、「移住支援補助金（仮
称）」を新たに創設し、市町村に対する補助等を行うための補正

企 画 部
(地域・離島課)

3 平和の礎事業 9,193

　平和の礎の追加刻銘等に要する経費

【予算】
　補正前 11,223千円　→　補正後 20,416千円

【内訳】
　工事請負費 9,193千円

【内容】
　平和の礎刻銘板が足りなくなる見込みから、新規刻銘板を設置するた
めの補正

子ども生活
福 祉 部
( 女 性 力 ・
平 和 推 進 課 )

4
地域介護・福祉
空間整備等施設
整備交付金事業

19,403

　高齢者施設における防災・減災対策の推進に要する経費

【予算】
　補正前 9,600千円　→　補正後 29,003千円

【内訳】
　補助金 19,403千円

【内容】
　高齢者施設等の防災・減災対策を推進する施設及び設備等の整備事業
等（非常用自家発電設備の整備事業、給水設備整備事業等）を実施する
法人に対し、整備に要する経費の一部について補助を行うための補正

子ども生活
福 祉 部
( 高 齢 者 福 祉
介 護 課 )

事　業　概　要　等 部局名

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

補正額
番
号

事業名
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５.その他 （単位：千円）

事　業　概　要　等 部局名

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

補正額
番
号

事業名

5
移植検査セン
ター設置促進事
業

22,000

　新たな臓器移植検査センター設置の促進に要する経費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 22,000千円

【内訳】
　補助金 22,000千円

【内容】
　臓器移植を希望する患者を登録するための新たな移植検査センターを
設置する医療機関に対し、機器整備に要する経費の一部について補助を
行うための経費

保健医療部
(地域保健課)

6
基幹水利施設管
理事業費

20,432

　国営土地改良事業により造成された一定規模以上を有する施設（ダ
ム、揚水機場等）について、県・市町村・が土地改良区と連携を図りつ
つ、施設の公共・公益的機能を強化した管理を図るために要する経費

【予算】
　補正前 707,764千円　→　補正後 728,196千円

【内訳】
　補助金 20,432千円

【内容】
　電気料金、燃油価格の急激な上昇を踏まえ、農業水利施設の省エネル
ギー化を進め、農業水利システム（管理手法、設備）への転換を促すと
ともに、エネルギー価格高騰による影響を緩和するための補正

農林水産部
( 農 地 農 村
整 備 課 )

7
水利施設管理強
化事業

10,258

　県及び市町村が事業主体となって地域と連携し、土地改良区等の管理
体制の整備を図るために要する経費

【予算】
　補正前 117,298千円　→　補正後 127,556千円

【内訳】
　補助金 10,258千円

【内容】
　電気料金、燃油価格の急激な上昇を踏まえ、農業水利施設の省エネル
ギー化を進め、農業水利システム（管理手法、設備）への転換を促すと
ともに、エネルギー価格高騰による影響を緩和するための補正

農林水産部
( 農 地 農 村
整 備 課 )

8
畑作等促進整備
事業

28,650

　畑作物・園芸作物の生産性向上のための基盤整備に要する経費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 28,650千円

【内訳】
　補助金 28,650千円

【内容】
　イシジュムイ原地区（伊是名村）について、農林水産省の令和５年度
新規事業「畑作等促進整備事業」の追加配分予算を活用して整備するた
めの補正

農林水産部
( 農 地 農 村
整 備 課 )
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５.その他 （単位：千円）

事　業　概　要　等 部局名

一 般 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第４号 ）  事 業

補正額
番
号

事業名

9

緊急自然災害防
止対策事業（沖
縄都市モノレー
ル）

75,000

　沖縄都市モノレールインフラ部の改修に要する経費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 75,000千円

【内訳】
　工事請負費 75,000千円

【内容】
　沖縄県が管理するモノレール鋼製橋脚において、亀裂の原因となるカ
バープレートの撤去に係る工事のための補正

土木建築部
( 都 市 計 画 ・
モノレール課)

10
特別支援学校改
装・改修事業費

19,700

  特別支援学校における校舎等諸施設の改装・改修に要する経費

【予算】
　補正前 105,751千円　→　補正後 125,451千円

【内訳】
　工事請負費 19,700千円

【内容】
　泡瀬特別支援学校の避難スロープ設置について、材料価格等の上昇に
より昨年度から入札不落が続いていることから、それら価格上昇に対す
る予算を確保するための補正

教育委員会
( 施 設 課 )
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【一般会計】

（追　加） （単位：千円）

補　正　額 備　　　考

６ 農 林 水 産 業 費 972,262

３ 農 地 費 686,137
農業水路等長寿命化・防災減災事業　他２事
業

５ 水 産 業 費 286,125 水産流通基盤整備事業

８ 土 木 費 5,751,810

２ 道路橋りょう費 4,748,450 北部振興事業費（道路）　他４事業

３ 河 川 海 岸 費 158,000 自然災害防止事業（河川）

５ 都 市 計 画 費 845,360
沖縄振興公共投資交付金事業費（街路）　他
１事業

6,724,072

繰 越 明 許 費 補 正

款 項

合　　　計
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債 務 負 担 行 為 補 正

（変　更）

事　　　　　　　項
限　度　額

（変　更　後）
千円 千円

庁 舎 公 舎 管 理 費
（ 防 災 危 機 管 理 セ ン タ ー 棟
（ 仮 称 ） 整 備 事 業 ）

8,643,525
令和６年度から
令和７年度まで

6,556,149

期　間
限　度　額

（変　更　前）
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１.下地島空港特別会計 （単位：千円）

1
下地島空港管理
運営費

3,652

　下地島空港の管理・運営に要する経費

【予算】
　補正前 352,512千円　→　補正後 356,164千円

【内訳】
　工事請負費 3,652千円

【内容】
　台風第６号の影響により被災した下地島空港進入灯保守管理通路橋の
転落防止柵を修繕するための補正

土木建築部
( 空 港 課 )

２.宜野湾港整備事業特別会計 （単位：千円）

1 繰上充用金 545

　令和４年度決算において歳入が歳出に不足したことに伴い、繰上充用
を行うための経費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 545千円

【内訳】
　補償、補填及び賠償金 545千円

【内容】
　令和４年度決算において歳入が歳出に不足したことに伴い、宜野湾港
整備事業特別会計について、令和５年度予算から令和４年度歳入予算へ
繰上充用するための補正

土木建築部
( 港 湾 課 )

2
宜野湾港管理運
営費

△ 545

　宜野湾港マリーナの管理・運営に要する経費

【予算】
　補正前 221,969千円　→　補正後 221,424千円

【内訳】
　委託料 △545千円

【内容】
　宜野湾港マリーナの管理・運営に関する経費削減による減額を行うた
めの補正

土木建築部
( 港 湾 課 )

事　業　概　要　等
番
号

事業名 部局名補正額

事　業　概　要　等 部局名

特 別 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） 事 業

補正額
番
号

事業名
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特 別 会 計 ９ 月 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） 事 業

３.中城港湾（新港地区）整備事業特別会計 （単位：千円）

1 繰上充用金 645

　令和４年度決算において歳入が歳出に不足したことに伴い、繰上充用
を行うための経費

【予算】
　補正前 0千円　→　補正後 645千円

【内訳】
　補償、補填及び賠償金 645千円

【内容】
　令和４年度決算において歳入が歳出に不足したことに伴い、中城港湾
（新港地区）整備事業特別会計について、令和５年度予算から令和４年
度歳入予算へ繰上充用するための補正

土木建築部
( 港 湾 課 )

2
中城港湾管理運
営費

△ 645

　中城港湾（新港地区）の管理・運営に要する経費

【予算】
　補正前 62,996千円　→　補正後 62,351千円

【内訳】
　委託料 △645千円

【内容】
　中城港湾（新港地区）の管理・運営に関する経費削減による減額を行
うための補正

土木建築部
( 港 湾 課 )

番
号

事業名 補正額 事　業　概　要　等 部局名
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コロナ関連予算の状況（保健医療部）

当初･６月補正　338.9億円
９月補正　　　△ 75.2億円

     改予算額　263.8億円
（償還金を除く：206.3億円）

◎発熱コールセンター（2.3億円）★再掲

・病床確保（102.7億円）

・高齢者施設等定期･集中検査（27.2億円）

・検査体制確保（10.1億円）★再掲

・ケアステーション運営費（6.8億円）

・医療機関設備整備補助金（3.6億円）

・広域ワクチン接種センター（3.4億円）

・ＤＭＡＴ派遣支援（3.4億円）

・外来医療機関設備整備補助金（1.6億円）

・保健所体制確保（0.9億円）★再掲

・高齢者施設等支援（0.2億円）

・その他（8.5億円） 合計 170.7億円

減額補正

継続予算
※◎以外は、今後の県の感染状況や国との調整を踏まえ、

事業継続の必要性について検討

（一部5類移行前の実績を含む）

【終了】一般無料検査（△38.4億円）

【終了】自宅療養支援事業（△8.6億円）

【終了】協力金（△0.8億円）

【終了】認証制度（△0.6億円）

【終了】医療従事者宿泊補助（△0.5億円）

【終了・市町村へ移行】個別･職域接種支援（△2.5億円）

【一部継続】検査体制確保（△19.1億円→改 10.1億円）

【一部継続】保健所体制確保（△4.1億円→改 0.9億円）

【一部継続】宿泊療養施設運営事業（△41.4億円→改23.2億円）★再掲

※コロナ治療薬公費負担除く 合計 △116.0億円

★発熱コールセンター（＋0.6億円）

（→改予算額 2.3億円）

★コロナ治療薬公費負担（＋6.9億円）

（→改予算23.2億円）

・病床確保償還金（＋33.3億円）

（→改予算額 63.9億円） 合計 ＋40.8億円

増額補正

※10月以降国庫予算措置がない場合、

一般財源対応

※５類感染症移行に伴い治療薬の公費

負担（包括）
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【甲第５号議案】

病院事業局

資 料 ４

病院事業会計

補正予算（案）説明資料

　令和５年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）（案）

令和５年９月

令和５年度

  の概要 -----------------------------------------  １頁



１　補正予算の考え方

２　補正予算（案）の概要

（単位：千円）

補正予定額 補正後予定額

 収益的収入 0 68,667,734

 収益的支出 1,294,191 73,881,990

　  特別損失 1,294,191 3,063,399

令和５年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）（案）の概要

項　　　目 既決予定額

収
入

68,667,734

　⑴　収益的収支予算の補正

1,769,208

　令和２年度及び令和３年度分の新型コロナウイルス感染症入院
病床確保支援事業補助金の過大申請が判明し、返還予定額を令和
５年度当初予算に計上したところであるが、新たな過大申請が判
明し返還予定額が増額となったことから、沖縄県に一括して全額
返還するために補正予算を編成するものである。

○新たな資金の受入は予定されていないため、収益的収入につい
ては計上がない。

支
出

72,587,799

 


